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1

　皆さま方には、平素より西京銀行に対し、格別のご愛顧を賜り厚く御

礼申し上げます。

　さて、わが国の経済は、アベノミクスの浸透により企業の景況感に改

善が見られるなど全体として回復基調にあります。この好循環を確実な

ものにするため、成長戦略のひとつである地方創生の実現に向け、地域

金融機関の役割にますます期待が高まっております。

　地方創生元年の今年、当行では、これまでの地域活性化の取組みをさ

らに強化、加速させるため、山口県と「地方創生に係る包括的連携協定」

（以下、協定）を締結いたしました。

　本協定の締結を機に、これまで以上に雇用創出者数や定住・交流人口

増加数など、成果に拘った取組みを積極的に進めて参ります。

　具体的には、「地方創生推進委員会」（委員長：頭取）を司令塔に、創

業や6次産業化・農商工連携などへの低利無担保・無保証ローンやUJI

ターンされる方への優遇金利ローン商品の開発など資金面で応援すると

共に、農林水産物・加工品の販路拡大を目的にした物産展や商談会の開

催など、埋もれている地域資源の活用や農林水産業の生産性の向上など

を応援することで雇用創出や人口流入の促進を図って参ります。

　当行は、これからも「金融を通じて、地域の皆さまのお役に立つ」と

いう役割・使命を十分に認識し、一人でも多くのお客さまにお取引いた

だける銀行を目指して、引続き努力して参る所存でございます。

　今後とも、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

ご あ い さ つ

平成27年7月　取締役頭取　平岡 英雄


